
北海道宗谷海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

稚海区第１号 稚内漁業協同組合

稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び基点第３
号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　坂ノ下から２７０度００分　　８００メートルの点
基点第2号　稚内灯台（北緯　４５度２６分５８．２３秒　東経　１４１度３８分４２．５７
秒）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．１５（北海道水産林務部三角点　水Ｄ
１０～）から１６２度１４分００秒　１９０メートルの点
点1　基点第１号から２７０度００分　１，５００メートルの点
点2　基点第１号から３１２度００分　３，９００メートルの点
点3　基点第２号から２２０度３０分　３，６００メートルの点
点4　基点第２号から２８６度３０分　１，５００メートルの点
点5　基点第２号から３２６度００分　１，５００メートルの点
点6　基点第２号から　０度００分　１，５００メートルの点
点7　基点第２号から３３度００分　１，５００メートルの点
点8　基点第３号から２０度３０分　２，２００メートルの点
点9　基点第３号から１０１度００分　１，５００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体
稚内市（大字宗谷村及
び宗谷岬を除く）

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

稚海区第２号 稚内漁業協同組合

稚内市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び基点第３号の
各点をそれぞれ結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　稚内港北防波堤灯台（北緯　４５度２４分５４．２１秒　　東経１４１度４
１分４６．９６秒）から１５７度３１分２０秒　　２，２４０．３２メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２（国土地理院三角点　声問～）
基点第3号　国土地理院三角点　声問東端から３３０度１１分５４．４７秒　１７６．２
６メートルの点
点1　基点第１号から０度００分　１，２００メートルの点
点2　点１から４０度００分　５３０メートルの点
点3　基点第２号から２６０度００分　１，５５０メートルの点
点4　基点第２号から３１７度００分　１，５５０メートルの点
点5　基点第２号から０度００分　１，５５０メートルの点
点6　基点第２号から３０度００分　１，５５０メートルの点
点7　基点第２号から７５度００分　１，６００メートルの点
点8　基点第３号から２９７度００分　２，１００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体
稚内市（大字宗谷村及
び宗谷岬を除く）

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

稚海区第３号 宗谷漁業協同組合

稚内市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点１の各点を順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
点1　北緯４５度２９分０９．５秒　　東経１４１度４７分４７．６秒
点2　北緯４５度２９分５０．５秒　　東経１４１度４８分４４．６秒
点3　北緯４５度２９分１３．９秒　　東経１４１度４９分２６．９秒
点4　北緯４５度２９分００．１秒　　東経１４１度４９分２９．０秒
点5　北緯４５度２８分３１．９秒　　東経１４１度４８分５９．９秒
点6　北緯４５度２８分３４．３秒　　東経１４１度４８分４４．３秒
点7　北緯４５度２８分３６．７秒　　東経１４１度４８分２８．６秒

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体
稚内市大字宗谷村及び
宗谷岬

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

猿海区第１号 猿払村漁業協同組合

宗谷郡猿払村地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　稚内市と猿払村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から５１度３６分５１秒　　３，５２７．４メートルの点
点2　点１から５０度００分　　２，９９４メートルの点
点3　点２から１２８度３０分　２，２００メートルの点
点4　点１から１２８度３０分　２，２００メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 猿払村

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。

猿海区第２号 猿払村漁業協同組合

宗谷郡猿払村地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　猿払村と浜頓別町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から４７度３０分　２，８００メートルの点
点2　点１から３２１度３０分　　７，４００メートルの点
点3　点２から４７度３０分　　　８，３００メートルの点
点4　点３から１４１度３０分　　３，７００メートルの点
点5　点４から４７度３０分　　　３，８００メートルの点
点6　基点第１号から４７度３０分　１４，９００メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 猿払村

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。

浜頓海区第１号 頓別漁業協同組合

枝幸郡浜頓別町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　浜頓別町と枝幸町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から３９度１７分２０秒　　２，０１０メートルの点
点2　点１から３１５度００分　　４，０００メートルの点
点3　点４から３１５度００分　　４，０００メートルの点
点4　点１から４５度００分　　　６，５００メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 浜頓別町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

枝海区第１号 枝幸漁業協同組合

枝幸郡枝幸町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　国土地理院図等三角点　臼太部
点1　基点第１号から４８度２７分５８秒　４，４７４メートルの点
点2　点１から６０度００分　　　１，６３０メートルの点
点3　点２から１４８度００分　　１，８７０メートルの点
点4　点３から２４０度００分　　１，６３０メートルの

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 枝幸町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。

枝海区第２号 枝幸漁業協同組合

枝幸郡枝幸町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　国土地理院三角点　幌別
点1　基点第１号から ４８度４０分４４．６６秒 　４，０４４．６９メートルの点
点2　点１から５８度５３分３１．７秒　 ３，７０４．００メートルの点
点3　点２から１４８度３３分５６．７秒　５，０１７．１１メートルの点
点4　点３から２３８度１分３５．１秒 　３，７０４．００メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 枝幸町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。

枝海区第３号 枝幸漁業協同組合

枝幸郡枝幸町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　国土地理院三角点　辺世床
点1　基点第１号から ３度００分３７．０秒　７，３６４．４８メートルの点
点2　点１から５６度３３分　０．７秒　　４，８４３．８２メートルの点
点3　点２から１４６度２９分　７．０秒　８，７３５．８７メートルの点
点4　点３から２３０度４１分３２．０秒　５，０００．４０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 枝幸町

（１）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間に
あっては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル
以上の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置し
なければならない。
（２）区画漁業を営んでいる水面の周囲には、事故防
止のためにレーダー反射板を水面1.5メートル以上の
高さに設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

利海区第１号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点第1号　利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界線と最大高潮時海岸線との
交点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２（国土地理院三角点　仙法志～）
から２０４度００分　１８４メートルの点
点1　基点第１号から１５７度１５分　１，２００メートルの点
点2　基点第１号から２０３度００分　１，８００メートルの点
点3　基点第２号から１７６度３０分　１，４６０メートルの点
点4　基点第２号から２２７度４０分　１，３１０メートルの点
点5　基点第２号から２５８度００分　３５０メートルの点
点6　基点第２号から１７６度３０分　４２０メートルの点
点7　基点第１号から２０３度００分　６００メートルの点
点8　基点第１号から１５７度１５分　３００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻町仙法志

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

利海区第２号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．１３（国土地理院三角点　仙法志～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．２２（国土地理院三角点　仙法志～）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道三角点　補６～）
基点第4号　利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1　基点第１号から２１３度００分　１，２３０メートルの点
点2　基点第２号から２０８度３０分　１，２８０メートルの点
点3　基点第２号から２４８度００分　１，６６０メートルの点
点4　基点第３号から２３５度３０分　１，２５０メートルの点
点5　基点第４号から２１３度３０分　１，２００メートルの点
点6　基点第４号から２１３度３０分　３００メートルの点
点7　基点第３号から２３５度３０分　３００メートルの点
点8　基点第１号から２１３度００分　３３０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻町仙法志

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

利海区第３号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第６号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　利尻町仙法志と沓形の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号　北海道三角点　補５
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．７（北海道三角点　補５～）から２９３
度５７分　１１２メートルの点
基点第4号　国土地理院三角点　沓形から２５１度５５分　３１０メートルの点
基点第5号　北海道水産林務部図根点　No．５（国土地理院三角点　沓形～）
基点第6号　北海道水産林務部図根点　No．１０（国土地理院三角点　沓形～）か
ら２８３度３０分　５０メートルの点
点1　基点第１号から２１３度３０分　１，５００メートルの点
点2　基点第２号から２３２度３０分　１，６２０メートルの点
点3　基点第３号から２４６度４５分　１，５１０メートルの点
点4　基点第４号から２５１度５５分　１，５１０メートルの点
点5　基点第５号から２６４度５０分　１，５７５メートルの点

第一種区画漁業
うに養殖業、こんぶ養
殖業、わかめ養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻町沓形

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

利海区第４号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻町地先
次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点10、点11、
点12、点13、点14、点15、点16、点17、点18及び基点第６号の各点を順次に結ん
だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　基点第２号から１８１度４７分４０秒　８０１メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No.６（北海道水産林務部三角点　水Ｔ１
～）
基点第3号　利尻新湊漁港南防波堤灯台（北緯４５度１２分１４．７７秒　　東経１４
１度０８分１４．２７秒）
基点第4号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ２から２７０度００分　３７０メートルの
点
基点第5号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ２から１６度００分　１，１８０メートル
の点
基点第6号　利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から３１１度３４分５０秒　７３２.７８メートルの点
点2　点１から１０１度２４分５７秒　１４２.９７メートルの点
点3　点２から１９５度５６分４３秒　７.２８メートルの点
点4　点３から１０１度０７分４６秒　６０.７８メートルの点
点5　点４から１７度２７分５９秒　　５６.８０メートルの点
点6　点５から２８８度４２分４３秒　６４.０８メートルの点
点7　点６から１９４度０２分１０秒　８.２５メートルの点
点8　点７から２８９度１７分２４秒　２１１.９０メートルの点
点9　点８から２０度３３分２２秒　　８.５４メートルの点
点10　点９から２８４度５０分４５秒　９１.０８メートルの点
点11　点10から１９５度００分０８秒　２.６１メートルの点
点12　基点第２号から２８９度１５分　１，６２０メートルの点
点13　基点第３号から２６８度００分　１，５００メートルの点
点14　基点第４号から２６４度３０分　１，５１０メートルの点
点15　基点第４号から２８９度２０分　１，５１０メートルの点
点16　基点第５号から２９６度１５分　１，５１５メートルの点
点17　基点第５号から３２２度３０分　１，５１５メートルの点
点18　基点第６号から３２２度３０分　１，５００メートルの点

第一種区画漁業
うに養殖業、こんぶ養
殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻町沓形

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

利富海区第１号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻富士町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　利尻町沓形と利尻富士町鴛泊の境界線と最大高潮時海岸線との交
点
基点第2号　国土地理院三角点　於頓泊から２４５度００分　　１，０７０メートルの
点
点1　基点第１号から３２２度３０分　１，０００メートルの点
点2　基点第１号から０度００分　２，１００メートルの点
点3　基点第２号から３３０度００分　１，１７０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻富士町鴛泊

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

利富海区第２号 利尻漁業協同組合

利尻郡利尻富士町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第４号の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　石埼灯台（北緯　４５度０９分０１．２６秒　　東経　１４１度１９分４３．１
０秒）から２１９度３０分　２，５３３．７１メートルの点
基点第2号　北海道三角点　Ｉ１９
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道三角点　Ｉ１９～）
基点第4号　利尻富士町鬼脇と利尻町仙法志の境界と最大高潮時海岸線との交
点
点1　基点第１号から１３０度００分　１，２００メートルの点
点2　基点第２号から１３３度００分　１，２４０メートルの点
点3　基点第３号から１２２度００分　１，４２０メートルの点
点4　基点第３号から１５２度００分　１，２６０メートルの点
点5　基点第３号から２００度００分　１，１２０メートルの点
点6　基点第４号から１５７度１５分　１，０００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、わかめ
養殖業、ほたてがい養
殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 利尻富士町鬼脇

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

礼海区第１号 香深漁業協同組合

礼文郡礼文町地先

次の基点第３号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第５号の各点を
順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　礼文町大字香深村と大字船泊村の境界線と最大高潮時東海岸線と
の交点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No.３（北海道水産林務部三角点　水Ｔ１
１～）
基点第3号　北海道水産林務部図根点　No.８（北海道水産林務部三角点　水Ｔ１
１～）
基点第4号　北海道水産林務部図根点　No.４（北海道水産林務部三角点　水Ｔ１
２～）
基点第5号　北海道水産林務部図根点　No.１２（北海道水産林務部三角点　水Ｔ
１２～）
点1　基点第２号から６４度　３０分　　３３０メートルの点
点2　基点第１号から１２２度　００分　５８０メートルの点
点3　基点第１号から１１１度　００分　１，３５０メートルの点
点4　基点第２号から９２度　００分　　１，０３０メートルの点
点5　基点第３号から９３度　００分　　　　７００メートルの点
点6　基点第４号から９４度　００分　　１，０５０メートルの点
点7　基点第５号から７５度　００分　　１，０００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字香深村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

礼海区第２号 香深漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ１３
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No.１０（北海道水産林務部三角点　水Ｔ
１３～）
点1　基点第１号から９０度　３０分　１，０５０メートルの点
点2　基点第２号から１１９度００分　１，１５０メートルの点
点3　基点第２号から１１９度００分　４５０メートルの点
点4　基点第１号から５８度３０分　　６００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字香深村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

礼海区第３号 香深漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No.１７（北海道水産林務部三角点　水Ｔ
１３～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No.２５（北海道水産林務部三角点　水Ｔ
１３～）
点1　基点第１号から１０７度００分　１，１５０メートルの点
点2　基点第２号から９６度３０分　　１，１２０メートルの点
点3　基点第２号から９６度３０分　　　４５０メートルの点
点4　基点第１号から１０７度００分　　５００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字香深村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

礼海区第４号 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ５から３２５度３０分　５０メートルの点
点1　基点第１号から１６２度４１分４８秒　８４３メートルの点
点2　点１から５３度３５分００秒　６８０メートルの点
点3　点２から１４３度３５分　００秒　１，２７０メートルの点
点4　点３から２３３度３５分００秒　６８０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字船泊村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

礼海区第５号 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の基点第１号、基点第２号及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　基点第２号から９０度００分　２８０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ５から３２５度３０分　５０メートルの点
基点第3号　基点第２号から１７度３０分　１，６５０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字船泊村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

礼海区第６号 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の基点第１号と基点第２号を結んだ線、基点第３号、点１、点２及び基点第４号
の各点を順次に結んだ線並びに最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ２から３３６度３０分　１９０メートルの
点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ１から１１１度００分　２１５メートルの
点
基点第3号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ１から６２度３０分　５５０メートルの点
基点第4号　船泊港北防波堤灯台（北緯　４５度２７分００．８４秒　東経　１４１度０
１分５７．８０秒）から１４９度１０分　７２０メートルの点
基点第5号　Ｘ＝１６３０５２．８２　　Ｙ＝－９５１５５．０７　（座標系１２系）
点1　基点第５号から２４７度００分　　２，５００メートルの点
点2　基点第４号から２６７度３３分５８秒　　４３４．４７メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字船泊村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。

礼海区第７号 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No.１８（北海道水産林務部三角点　水Ｔ
９～）
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｔ１０から３２７度３０
点1　基点第１号から７９度００分　　３４０メートルの点
点2　基点第２号から７０度３０分　　２３０メートルの点
点3　基点第２号から７０度３０分　　　４０メートルの点
点4　基点第１号から７９度００分　　１３０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字船泊村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

礼海区第８号 船泊漁業協同組合 礼文郡礼文町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区
域
基点第1号　国土地理院三角点　赤岩から４６度３０分　７５０メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No.４(国土地理院三角点　赤岩～)
点1　基点第１号から９３度３０分　　４２０メートルの点
点2　基点第２号から８６度００分　　４５０メートルの点
点3　基点第２号から８６度００分　　１６０メートルの点
点4　基点第１号から９３度３０分　　１１０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 礼文町大字船泊村

　区画漁業を営んでいる水面の周囲には、昼間にあっ
ては縦及び横の長さがそれぞれ80センチメートル以上
の赤色の標識を、夜間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上の高さに設置しなけ
ればならない。


